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令和８年第１回 

羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会（定例会） 

会議録 

 

日 時  令和８年１月２８日（水）午後１時３０分～午後１時５７分 

場 所  羽村・瑞穂地区第２学校給食センター会議室 

出席者の氏名  ４名 

 教育長 儘田 文雄、教育長職務代理者 大井 克己、 

 委員 永井 英義、委員 村上 豊子 

 

欠席者  １名 

 委員 塩田 真紀子 

 

傍聴者  なし 

 

出席した職員の職・氏名 

 事務局長 田中 智文、給食課長 田島 等、管理給食係長 鳥海 博幸、 

管理給食係 大瀧 枝里子 

 

組織市町教育委員会の出席者の職・氏名 

 羽村市教育委員会生涯学習部長 吉岡 泰孝 

 羽村市教育委員会生涯学習部学校教育課長 平原 貞幸 

 瑞穂町教育委員会学校教育部長 目黒 克己 

 瑞穂町教育委員会学校教育課長 大澤 達哉 

 

議事日程 

 日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 日程第２ 議案第１号 臨時代理の報告及び承認を求めることについて 

〔羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会委員の委嘱〕 

 日程第３ 議案第２号 令和７年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第３号）

のうち教育費に係る部分の意見聴取について 

 日程第４ 議案第３号 令和８年度羽村・瑞穂地区学校給食組合予算のうち教育費に 

係る部分の意見聴取について 

日程第５ 報告事項１ 令和８年度給食計画及び羽村・瑞穂地区学校給食費会計予算

について 
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会議経過 

********** 開 会 ********** 

 

○教育長（儘田文雄） 改めまして、こんにちは。ただいまの出席者は４名です。定足数

に達しておりますので、ただいまから、令和８年第１回羽村・瑞穂地区学校給食組合教

育委員会（定例会）を開催します。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

〔日程第１〕 

○教育長（儘田文雄） 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は、「羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会会議規則」第２７条第

２項の規定によりまして、教育長において、村上豊子委員を指名します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

〔日程第２〕 

○教育長（儘田文雄） 日程第２、議案第１号「臨時代理の報告及び承認を求めることに

ついて〔羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会委員の委嘱について〕」を議題と

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

○事務局長（田中智文） 教育長、事務局長です。 

○教育長（儘田文雄） お願いします。 

○事務局長（田中智文） 議案第１号「臨時代理の報告及び承認を求めることについて〔羽

村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会委員の委嘱〕」について、ご説明いたします。 

  運営審議会委員の委嘱につきまして、羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会行政組

織規則第２条第７号及び羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会条例第３条第２項

の規定により、教育委員が委嘱する事項と定められておりますが、事前に教育委員会を

招集し、ご審議いただく時間的余裕がなかったことから、羽村・瑞穂地区学校給食組合

教育委員会行政組織規則第５条第１項の規定に基づきまして、教育長が臨時に代理した

ので、同条第２項の規定に基づき、教育委員会に報告し、承認を求めるものです。 

  内容につきましては、別紙のとおり、羽村西小学校ＰＴＡ代表の菅沼利男氏に代わり

まして、同じく、羽村西小学校ＰＴＡ代表の安斎宏亨氏を新たに委員として委嘱するも

のです。任期につきましては、令和７年１２月１２日から令和８年６月３０日までとな

ります。 
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  以上、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。 

○教育長（儘田文雄） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑がありましたら、お願いしたいと思います。 

 

（質疑なし） 

 

○教育長（儘田文雄） ないようですので、質疑を終了します。 

  お諮りします。議案第１号「臨時代理の報告及び承認を求めることについて〔羽村・

瑞穂地区学校給食センター運営審議会委員の委嘱〕」については、原案のとおり承認す

ることにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○教育長（儘田文雄） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認すること

に決定しました。 

 

〔日程第３〕 

○教育長（儘田文雄） 日程第３、議案第２号「令和７年度羽村・瑞穂地区学校給食組合

補正予算（第３号）のうち教育費に係る部分の意見聴取について」を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○事務局長（田中智文） 教育長、事務局長です。 

○教育長（儘田文雄） お願いします。 

○事務局長（田中智文） 議案第２号「令和７年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算

（第３号）のうち教育費に係る部分の意見聴取について」ご説明いたします。 

  本案は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２９条の規定により、令和

７年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第３号）のうち教育費に係る部分につい

て教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し意見を求めるもので

す。 

  補正予算の詳細でございますが、お手元に配付いたしました議案第２号の別紙「令和

７年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第３号）（案）概要説明書」をご覧くだ

さい。 

  この補正予算につきましては、歳入歳出の予算総額はそのままに、歳出の款・項の区

分ごとに振り分けて補正するものです。 

  歳出の第３款「教育費」第２項「保健体育費」第１目「学校給食費」の説明欄をご覧

ください。 

  第２節「給料」１１２万５千円、第３節「職員手当等」のうち、地域手当１１万３千

円、一般職期末手当３５万９千円、勤勉手当６万５千円、第４節「共済費」１０万６千

円については、令和７年東京都人事委員会勧告を勘案した職員の給与改定により、それ

ぞれ増額しようとするものです。 
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  以上で、「令和７年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第３号）（案）概要説明

書」の説明とさせていただきます。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 

○教育長（儘田文雄） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑がありましたら、お願いしたいと思います。 

 

（質疑なし） 

 

○教育長（儘田文雄） ないようですので、質疑を終了します。 

  お諮りします。議案第２号「令和７年度羽村・瑞穂地区学校給食組合補正予算（第３

号）のうち教育費に係る部分の意見聴取について」は、原案のとおり承認することにご

異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○教育長（儘田文雄） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認すること

に決定しました。 

 

〔日程第４〕 

○教育長（儘田文雄） 日程第４、議案第３号「令和８年度羽村・瑞穂地区学校給食組合

予算のうち教育費に係る部分の意見聴取について」を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

○事務局長（田中智文） 教育長、事務局長です。 

○教育長（儘田文雄） お願いします。 

○事務局長（田中智文） 議案第３号「令和８年度羽村・瑞穂地区学校給食組合予算のう

ち教育費に係る部分の意見聴取について」ご説明いたします。 

  本案は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２９条の規定により、令和

８年度羽村・瑞穂地区学校給食組合予算のうち、教育費に係る部分について教育委員会

の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し、意見を求めるものです。詳細に

つきましては、給食課長よりご説明申し上げます。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いします。 

○給食課長（田島等） 教育長、給食課長です。 

○教育長（儘田文雄） お願いします。 

○給食課長（田島等） 議案第３号「令和８年度羽村・瑞穂地区学校給食組合予算のうち

教育費に係る部分の意見聴取について」説明をいたします。 

  なお、教育費に係る部分の意見聴取ではございますが、歳入につきましては主要財源

である分賦金を、歳出につきましては、教育費と事務所費のうちポスターコンクールに

かかる予算を説明します。 
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  それでは、お手元に配付いたしました、議案第３号を１枚おめくりいただきまして、

別紙「令和８年度羽村・瑞穂地区学校給食組合予算（案）概要説明書」の１ページをご

覧ください。 

  はじめに、教育費を含めた羽村・瑞穂地区学校給食組合予算全体の概要を説明いたし

ます。 

  令和８年度の一般会計予算総額ですが、歳入歳出それぞれ４億３千４６５万７千円で、

前年度の当初予算額４億１千３３３万６千円と比較して、２千１３２万１千円の増額と

なっています。 

  歳出の部分になりますが、教育費の予算総額は３億２千４６４万５千円となっており、

資料に記載はございませんが、一般会計総額に占める割合は７４.６９％、令和７年度

の当初予算額３億９２３万６千円と比較して、１千５４０万９千円の増額となっており、

増加率は４.９８％となっています。 

  増減の内訳は、比較の欄になりますが、第１項「教育総務費」第１目「教育委員会費」

が２０万９千円で、前年度と同額、第２項「保健体育費」、第１目「学校給食費」が３

億２千４４３万６千円で、前年度比１千５４０万９千円の増額となっています。 

  ２ページをご覧ください。 

  はじめに、歳入を説明します。 

  第１款「分賦金」は、４億２千４３２万２千円で、令和７年度の当初予算額４億２８

１万８千円と比較して、２千１５０万４千円の増額となっています。 

  表の右側、説明欄をご覧ください。 

  羽村市及び瑞穂町それぞれの分賦金の割合につきましては、例年４月１日現在の在籍

児童・生徒数の推計をもって算定しております。 

  令和８年度は、羽村市の児童・生徒数の計が３千６０１人、瑞穂町の児童・生徒数の

計が２千４２人、合計５千６４３人で、前年度比で２２６人の減です。 

  分賦金の構成比は、羽村市が６３.８１％、２億７千７６万円、瑞穂町が３６.１９％

で、１億５千３５６万２千円です。 

  ３ページをご覧ください。 

  次に、歳出を説明いたします。 

  歳出では、「事務所費」のうち、学校給食に関するポスターコンクールに係る経費と

「教育費」に係る主要な部分の説明させていただきます。 

  はじめに、第２款「事務所費」のうち、学校給食に関するポスターコンクールに要す

る経費を説明いたします。 

  説明欄をご覧ください。 

  第７節「報償費」で、審査員謝礼を１万８千円、入賞者賞品を４万６千円、第１２節

「委託料」で、配送車用のＰＲシール作成・設置に関する委託料を１７万円計上いたし

ました。 

  前年度比２万１千円増の主な理由は、入賞者賞品の増額、それと配送車用ＰＲシール

作成・設置に関する委託料の値上げによるものです。 

  続きまして、第３款「教育費」です。 

  第１項「教育総務費」第１目「教育委員会費」から説明いたします。 
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  説明欄をご覧ください。 

  「教育委員会費」は２０万９千円で、前年度同額です。 

  次に、第２項「保健体育費」第１目「学校給食費」を説明いたします。 

  第１節「報酬」につきましては、運営審議会委員報酬は前年度と同額ですが、会計年

度任用職員報酬を５千７７６万３千円を計上したことにより、前年度比で６４４万１千

円の増額となっています。 

  増額の主な理由は、再任用職員２名の退職に伴って、調理師資格を有する会計年度任

用職員の任用予定人数を２名増員したこと及び、最低賃金引上げに伴う会計年度任用職

員報酬の時間額単価の上昇によるものです。 

  第２節「給料」は、調理に従事する職員１０名分の給料です。令和７年度人事院勧告

に基づく給料改定及び定期昇給による増額を見込みますが、暫定再任用職員２名の退職

により、前年度比４０８万５千円の減額となっています。 

  第３節「職員手当等」は、主に定期昇給、地域手当の増加などを見込み、前年度比３

１３万２千円の増額となっています。 

  第４節「共済費」は、人件費の増に伴い、前年度比３１万２千円の増額です。 

  ４ページをご覧ください。 

  第５節「災害補償費」につきましては、前年度と同額。 

  第８節「旅費」につきましては、前年度比１千円の減額です。 

  第１０節「需用費」は、箸や食缶等、調理場内の消耗品の購入及び、調理員の白衣買

替のため、前年度比６２７万円の増額です。 

  第１１節「役務費」は、検便手数料、口座振込手数料等の増額により、前年度比１７

万６千円の増額です。 

  第１２節「委託料」では、人件費上昇や資材高騰による各種委託料の増額を見込み前

年度比２４１万８千円の増額となっています。 

  第１７節「備品購入費」は、老朽化し買替えが必要となった備品として、第１センター

では、スポットクーラー、第２センターでは、消毒保管機、コンテナ、高速度ミキサー、

スポットクーラーの費用を計上したため、前年度比７４万６千円の増額となっています。 

  第１８節「負担金、補助及び交付金」は、前年度と同額です。 

  以上で、「令和８年度羽村・瑞穂地区学校給食組合予算要求のうち教育費に係る部分

の意見聴取について」の詳細説明とさせていただきます。 

○教育長（儘田文雄） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑がありましたら、お願いしたいと思います。 

 

（質疑なし） 

 

○教育長（儘田文雄） ないようですので、質疑を終了します。 

  お諮りします。議案第３号「令和８年度羽村・瑞穂地区学校給食組合予算のうち教育

費に係る部分の意見聴取について」は、原案のとおり承認することにご異議ありません

か。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○教育長（儘田文雄） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認すること

に決定しました。 

 

〔日程第５〕 

○教育長（儘田文雄） 次は、報告事項です。 

  「令和８年度給食計画及び羽村・瑞穂地区学校給食費会計予算について」、事務局か

らの説明を求めます。 

○給食課長（田島等） 教育長、給食課長です。 

○教育長（儘田文雄） お願いします。 

○給食課長（田島等） それでは、「令和８年度給食計画及び羽村・瑞穂地区学校給食費

会計予算について」報告いたします。 

  はじめに「令和８年度給食計画」について説明いたします。 

  報告事項資料１「令和８年度給食計画」をご覧ください。 

  「１基準日数及び給食費」ですが、表の中ほどの基準日数は、小学校が１８５日、中

学校が１８０日です。給食費の月額など金額については、それぞれ記載のとおりです。

小学校は、「低学年」「中学年」「高学年」の区分で金額が異なる設定となっております。

表の下、※印に記載されていますが、年間の給食日数が基準日数を超えた場合、または

満たない場合は、日割算定額に超えた日数、または満たない日数を乗じた金額を３月分

で調整いたします。 

  試食代金は、小学校が２９０円、中学校が３４０円です。 

  次に「２給食センター稼働日及び稼動日数」は、令和８年４月１３日（月）から令和

９年３月２４日（水）までの間で、１９１日を予定しています。 

  次に「３米飯給食予定日数」は、小学校、中学校ともに年間１３４日を予定しており

ます。 

  次のページに、Ａ４横のカラー印刷で、年間の給食計画表があります。表の中、丸印

の部分が稼働日となっております。 

  内容については、後ほどご覧ください。 

  以上で、「令和８年度給食計画」について、説明を終了いたします。 

  続きまして、「令和８年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計予算」について、説明いた

します。 

  報告事項資料２「令和８年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計予算書」の表紙を１枚お

めくりいただき、１ページをご覧ください。 

  令和８年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計予算は、次に定めるところによります。 
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  収入支出予算。第１条、収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ３億４千５４３万

２千円と定めます。収入支出予算の科目区分ごとの金額は、「第１表収入支出予算」に

よります。 

  ２ページをご覧ください。 

  こちらには、「第１表収入支出予算」を記載しております。 

  金額と内容につきまして、４ページ以降の収入支出予算事項別明細書で説明しますの

で、４ページをご覧ください。 

  はじめに、収入について説明します。 

  科目１「小学校給食費」は、本年度予算額２億１千１３５万２千円、前年度予算額２

億１千７７９万１千円、前年度比較で、６４３万９千円の減額です。主に、羽村市、瑞

穂町の児童数減少による減額となっています。 

  本年度予算の内訳は、「１現年度給食費」が２億１千１２５万２千円、「２過年度給食

費」が１０万円です。 

  説明の欄をご覧ください。 

  現年度給食費として、羽村市が児童２,３４２人、１億２千１４４万円、内訳として、

低学年・中学年・高学年の人数・金額は、記載のとおりとなっています。教職員２１７

人、１千１６４万９千円、計で２,５５９人、１億３千３０８万９千円です。 

  瑞穂町は、児童１,３３０人、６千９０６万２千円、内訳として、低学年・中学年・

高学年の人数・金額は、記載のとおりです。教職員１３８人、７４０万８千円、計で１,

４６８人、７千６４７万円となっています。 

  （３）給食センター職員は、３１人、１６６万４千円、小学校試食代は、１００食、

２万９千円となっています。 

  「２過年度給食費」は、１０万円です。給食費保護者負担額の無償化に伴い、前年度

比較で５０万円の減額としています。 

  ５ページをご覧ください。 

  科目２「中学校給食費」は、本年度予算額１億３千２３９万６千円、前年度予算額１

億３千８２７万７千円、前年度比較で５８８万１千円の減額です。主に、羽村市、瑞穂

町の生徒数減少による減額です。本年度予算の内訳は、「１現年度給食費」が１億３千

２２９万６千円、「２過年度給食費」が１０万円です。 

  説明の欄をご覧ください。 

  現年度給食費として、羽村市が、生徒１，２５９人、７千７１３万９千円、教職員１

１４人、６９８万５千円、計で１，３７３人、８千４１２万４千円です。 

  （２）瑞穂町が、生徒７１２人、４千３６２万４千円、教職員６０人、３６７万６千

円、計で７７２人、４千７３０万円となっています。 

  （３）給食センター職員は、１４人、８５万８千円、（４）中学校の試食代は、４０

食、１万４千円です。 

  「２過年度給食費」は１０万円となっています。給食費保護者負担額の無償化に伴い、

前年度比較で５５万円の減額としました。 
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  科目３「繰越金」は、本年度予算額１５０万円、前年度予算額と同額です。 

  科目４「諸収入」は、本年度予算額１８万４千円、前年度予算額１５万３千円、前年

度比較で３万１千円の増額です。 

  収入合計は、本年度予算額３億４千５４３万２千円、前年度予算額３億５千７７２万

１千円、前年度比較で、１千２２８万９千円の減額です。 

  ６ページをご覧ください。 

  次に、支出です。 

  科目１「小学校原材料費」は、本年度予算額２億１千１３５万２千円、前年度予算額

２億１千７７９万１千円、前年度比較で６４３万９千円の減額です。 

  科目２「中学校原材料費」は、本年度予算額１億３千２３９万６千円、前年度予算額

１億３千８２７万７千円、前年度比較で、５８８万１千円の減額です。 

  いずれも学校給食用の米、パン、牛乳、副食等の原材料を購入する購入費用となって

おります。 

  科目３「還付金」は、本年度予算額３５万円、前年度予算額６０万円、前年度比較で

２５万円の減額となっています。 

  主に、牛乳アレルギー等の牛乳等を飲用できない教職員に対する牛乳代金等の還付で

す。給食費保護者負担額の無償化に伴って児童及び生徒に対する還付金がなくなったこ

とから、予算が減額となっています。 

  科目４「予備費」は、本年度予算額１３３万４千円、前年度予算額１０５万３千円、

前年度比較で２８万１千円の増額です。 

  支出合計は、本年度予算額３億４千５４３万２千円、前年度予算額３億５千７７２万

１千円、前年度比較で、１千２２８万９千円の減額です。 

  以上で、「令和８年度羽村・瑞穂地区学校給食費会計予算について」説明を終了いた

します。 

○教育長（儘田文雄） 以上で、説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑がありましたら、お願いしたいと思います。 

 

（質疑なし） 

 

○教育長（儘田文雄） ないようですので、質疑を終了します。 

  これをもちまして、令和８年第１回羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会（定例会）

を閉会します。ありがとうございました。 
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以上、会議の経過（概要）を記載し、その相違がないことを証するために、ここに署名 

をいたします。 

 

     令和８年１月２８日 

 

                  羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会 

                   

                  教育長 

 

                  羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会 

                

                  委 員 

 

 


